
　佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　平成25年３月25日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐賀県知事　　古　　川　　　　　康　　　 
◎佐賀県条例第14号
　　　佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例

佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例（平成17年佐賀県条例第75号）の一部を次のように改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正前 改正後

附 則

（給料の切替えに伴う経過措置）

第７条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職

員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月

額（佐賀県公立学校職員給与条例等の一部を改正する条例（平成

21年佐賀県条例第47号。第１号において「平成21年改正条例」と

いう。）の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっ

ては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、

その額に１円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とす

る。）に達しないこととなるもの（人事委員会規則で定める職員

を除く。）には、給料月額のほか、その差額に相当する額（佐賀

県公立学校職員給与条例附則第17項の規定により給与が減ぜられ

て支給される職員にあっては、当該額に100分の98.6を乗じて得

た額）を給料として支給する。

附 則

（給料の切替えに伴う経過措置）

第７条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職

員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月

額（佐賀県公立学校職員給与条例等の一部を改正する条例（平成

21年佐賀県条例第47号。第１号において「平成21年改正条例」と

いう。）の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっ

ては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、

その額に１円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とす

る。）に達しないこととなるもの（人事委員会規則で定める職員

を除く。）には、平成28年３月31日までの間、給料月額のほか、

その差額に相当する額（佐賀県公立学校職員給与条例附則第17項

の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員（地方公務員

法（昭和25年法律第261号）第28条の４第１項、第28条の５第１

項又は第28条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された

職員を除く。）のうち、その職務の級が同条例附則第17項の表の

職務の級欄に掲げる職務の級である者（以下この項において「特

定職員」という。）にあっては、50歳に達した日後における最初

の４月１日（特定職員以外の者が50歳に達した日後における最初

の４月１日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となっ

た日）以後、当該額に100分の98.6を乗じて得た額）を給料とし

て支給する。
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附 則

この条例は、平成25年４月１日から施行する。

改正前 改正後

(1)・(2) 略

２・３ 略

(1)・(2) 略

２・３ 略

４ 平成25年４月１日から平成26年３月31日までの間における第１

項の規定の適用については、同項中「額）」とあるのは、「額）か

ら当該額に２分の１を乗じて得た額（その額が5,000円を超える

場合にあっては、5,000円とする。）を減じた額」とする。

５ 平成26年４月１日から平成27年３月31日までの間における第１

項の規定の適用については、同項中「額）」とあるのは、「額）が

１万円を超える場合に限り、その超える額」とする。

６ 平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間における第１

項の規定の適用については、同項中「額）」とあるのは、「額）が

15,000円を超える場合に限り、その超える額」とする。
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